平成23年2月28日

　社会福祉法人　東根福祉会　一般事業主行動計画（第1回）
　法人職員が仕事と子育てを両立させることができ、職員全員が働きやすい環境をつくることによって、全ての職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。
１．計画期間　平成23年4月1日～平成27年3月31日までの　　4年間
２．内　　容

＜対策＞
・平成23年　4月～　検討開始。（人材派遣の活用や退職者登録制度等の導入など）
・平成23年　8月～　代替要員の確保体制の整備。
・平成23年10月～　回覧、掲示板等により内容を施設内へ。


＜対策＞
・平成23年　4月～　連続有給休暇の取得促進のための検討開始。

・平成23年　8月～　各部署において連続有給休暇の取得計画を策定。

・平成23年10月～　制度の運用開始、回覧、掲示板等により内容を施設内へ広報・
周知し、啓発。

＜対策＞
・平成23年　4月～　実施に向けた検討開始。
・平成23年　8月～　回覧、掲示板等により内容を施設内へ広報・周知。
目標1　　育児休業期間中の代替要員の確保や業務内容、業務体制の見直しを図る。





目標２　　年1回連続有給休暇（2日間）の取得制度を導入する。














目標３　　子供の看護のための休暇制度を確実に実施できるようにする。 
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